
証券コード：338A

第12期　定時株主総会
招集ご通知
開催日時
2026年３月26日（木曜日）午後1時30分

開催場所
東京都中央区京橋一丁目10番7号
KPP八重洲ビル12階　AP東京八重洲
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議　　案
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）４名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の報酬額設定の件
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）に対する譲渡制限付株式の
割当てのための報酬決定の件

第7号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制
限付株式の割当てのための報酬決定の件

インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使期限

2026年３月25日（水曜日）午後６時まで
　
株式会社ZenmuTech



証券コード　338A
2026年３月9日

株　主　各　位
東 京 都 中 央 区 新 川 二 丁 目 2 2 番 1 号
株 式 会 社 Z e n m u T e c h
代表取締役社長CEO 阿 部 　 泰 久

【当社ウェブサイト】
https://zenmutech.com/ir/stock/shareholders/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第12期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ZenmuTech」又は「コ
ード」に当社証券コード「338A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年3月25日（水曜日）午
後6時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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１．日 時 2026年３月26日（木曜日）午後1時30分
２．場 所 東京都中央区京橋一丁目10番7号

KPP八重洲ビル12階　AP東京八重洲
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第12期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類

報告の件
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当ての

ための報酬決定の件
第７号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招
集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力くだ
さい。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご
案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具
記
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４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いておりま
す。

　①事業報告の「新株予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状
況」

　②計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告
を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

◎株主総会終了後、当社の事業展開等をよりよくご理解いただくため、事業説明会を開催いたしま
す。ご来場の株主様におかれましては、引き続きご参加くださいますようお願い申しあげます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示の上、切手を貼らずにご
投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年３月26日（木曜日）
午後1時30分（受付開始:午後1時）

2026年3月25日（水曜日）
午後6時 入力完了分まで

2026年3月25日（水曜日）
午後6時 到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第1、4、5、6、7号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第2、3号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当事業年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や日経平均株価が過去最高値を更
新するなど緩やかに回復している一方、物価上昇や日中の通商政策の影響による景気の変動リ
スクなど、依然として先行きは不透明な状況下にあります。
　当社を取り巻く経営環境につきましては、AIの進化、IoT・ドローンの普及、DXの進展によ
り情報技術の可能性がますます広がる一方、サイバー攻撃のリスクも高まり、企業には迅速か
つ高度なセキュリティ対策が求められております。
　このような環境のもと、「情報そのものを意味のない状態に変えて分散する」という秘密分
散技術を活用し、データが盗まれても情報漏洩を防ぐ新しいアプローチのセキュリティ技術を
展開しております。リモートワークやハイブリッドワークといった柔軟な働き方が定着する中
で、当社は、低コストでありながらセキュリティとユーザー利便性を両立する「ZENMU 
Virtual Drive(ZVD)」の法人向け販売を主力製品として位置付けてきました。また、PC向け
のセキュリティ製品にとどまらず、IoT機器やドローン、多要素認証など幅広い分野への事業
展開を視野に入れ、技術供与や共同開発といった提携を通じて、秘密分散技術の活用領域の拡
大を進めております。
　当事業年度におきましては、今後の成長に向けた基盤構築に注力いたしました。具体的に
は、大規模な自然災害や広域災害時にも「ZENMU Virtual Drive(ZVD)」を継続してご利用
いただけるよう、「ZENMU Virtual Drive ディザスタリカバリ オプション」サービスを開
始いたしました。また、秘密分散技術のドローン実装に関する実証試験に成功し、ドローンが
送受信する映像や制御信号、機体内に記録されるデータをリアルタイムに“無意味化”すること
で、サイバー攻撃や機体の紛失時にも情報漏えいを防ぐシステム構築に向けた取り組みが前進
いたしました。さらに、医療AIプラットフォーム技術研究組合（HAIP）に参画し、医療分野
におけるAI活用の社会実装を促進することで、医療の質の向上や医療現場の負担軽減、医療
DXおよび「医療分野におけるSociety 5.0の実現」に向けた取り組みに貢献できたものと考え
ております。
　以上の結果、当事業年度の売上高は851,943千円（前事業年度比31.3％増）、営業利益は
144,138千円（同88.3％増）、経常利益は160,545千円（同90.8％増）、当期純利益は
155,917千円（同98.6％増）となりました。
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事 業 区 分

第 11 期
（2024年12月期）

（前事業年度）

第 12 期
（2025年12月期）

（当事業年度）
前事業年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

秘密分散ビジネス 511,858千円 78.9％ 700,547千円 82.2％ 188,689千円 136.9％

秘密計算ビジネス 120,000 18.5 132,532 15.6 12,532 110.4

そ の 他 17,083 2.6 18,863 2.2 1,779 110.4

合 計 648,942 100.0 851,943 100.0 203,000 131.3

事業別売上高

② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は47,016千円で、その主な
内容は、販売用ソフトウエアのバージョンアップに伴う開発等に係るものであります。

③ 資金調達の状況
　当事業年度において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行とコミットメント
ライン契約を締結し、運転資金として短期借入金100,000千円の資金調達を行いました。
　2025年３月27日に東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う株式の発行及びオーバ
ーアロットメンにより、411,659千円を調達いたしました。また、新株予約権の行使によ
り、9,489千円の資金調達を行いまいた。
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区 分 第 ９ 期
(2022年12月期)

第 10 期
(2023年12月期)

第 11 期
(2024年12月期)

第 12 期
(当事業年度)

(2025年12月期)

売 上 高 (千円) 232,282 440,791 648,942 851,943

経 常 利 益
又 は 経 常 損 失 （ △ ） (千円) △113,429 56,937 84,155 160,545

当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 （ △ ） (千円) △115,236 72,889 78,513 155,917

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) △117.88 74.09 73.77 120.87

総 資 産 (千円) 128,998 577,361 656,988 1,286,797

純 資 産 (千円) △155,657 156,809 237,823 814,889

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) △977.76 △563.20 216.77 595.48

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）当社は、2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月１日付で普通株式
１株につき200株の株式分割を行っております。第９期の期首に当該株式分割が行われたもの
と仮定し、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び１株当たり純資産を算定して
おります。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
　該当事項はございません。

(4) 対処すべき課題
① 販売代理店戦略による秘密分散ソリューションの拡販

　官公庁や地方自治体、個人・小規模事業者など、働き方の多様化やデジタルトランスフォ
ーメーションの進展を背景に、リモートワークや分散型IT環境の導入・高度化を検討する組
織からの需要は今後も継続すると見込まれます。これを踏まえ、販売代理店に対するインセ
ンティブ等により販売動機を高める販売強化策を推進するとともに、「ZENMU Engine」を
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用いたソリューションによる顧客価値の向上と差別化を提案し、新たなアライアンスパート
ナーの拡大に努めていく予定です。

② 秘密計算を主軸とした新規事業の開拓
　当社が研究開発を行っている秘密計算データベースプラットフォーム「QueryAhead」の
事業化を進め、将来の収益の柱となる新規事業を開拓することで、事業領域の拡大を目指し
ます。情報セキュリティ市場は海外のシェアが大きいため、今後は米国等への海外展開も見
据え、事業化へ向けて積極的な投資を行ってまいります。

③ サービスの継続的な維持・向上
　当社のサービスはインターネットに依存して提供されている状況にあり、顧客に安定的な
サービスを提供するためにパフォーマンスを維持・向上することが、CX（カスタマーエクス
ペリエンス）を高めるためにも重要であることを認識しております。また、顧客のニーズに
即時に対応できるよう技術開発を進めるとともに、適切なサポート人員を確保することによ
りカスタマーサービスを充実させ、品質を管理する体制を構築してまいります。

④ 秘密分散ソリューション及び秘密計算の事業化による収益基盤、財務基盤の強化
　当社は、秘密分散ソリューション「ZENMUシリーズ」のサブスクリプション契約の継続
を堅調に推移させることで、ストック型収益を向上させる一方で、パーペチュアルライセン
ス、使用権の販売によるフロー型収益により財務基盤を支える事業活動を行っております
が、さらに、当社技術(「ZENMU Engine」等)を組み込んだOEM製品の市場投入増大を目
指した活動を行ってまいります。また、現在の収益は秘密分散ソリューションの比率が高い
状況となっておりますので、秘密計算ソリューションの早期事業化・事業拡大を図り、秘密
計算事業による収益比率を上げることによって収益基盤を強化してまいります。

⑤ 優秀な人材の確保・育成
　技術革新が続く情報セキュリティ業界において、当社が継続的に成長していくためには高
い専門性を持った優秀な人材の確保と教育が重要な課題であると認識しております。そのた
め、従業員が能力を最大限発揮できる体制を構築し、社内におけるノウハウの共有や教育訓
練等を実施し、優秀な技術者と営業担当者の育成に努めてまいります。

⑥ 内部管理体制の強化
　当社は成長段階にあり、業務運営の効率化やリスク管理のための内部管理体制の強化が重
要な課題であると考えております。そのために必要な組織体制の整備を推進し、経営の公正
性・透明性を確保するため、より強固な内部管理体制の構築に取り組んでまいります。
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事 業 区 分 事 業 内 容

秘 密 分 散 ビ ジ ネ ス
情報漏洩対策ソフトウエア「ZENMU Virtual Drive」の提供
秘密分散ソフトウエア開発キット「ZENMU Engine」におけるOEM
商品開発の技術提供

秘 密 計 算 ビ ジ ネ ス 秘密計算ソフトウエア「QueryAhead」における受託開発・コンサ
ルティング及びライセンス提供

そ の 他 シンクライアント用 Windows Embedded OSのカスタマイズ及び
シンクライアント基盤最適化コンサルティング

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

本 社 東京都中央区銀座八丁目17番５号

(6) 主要な営業所及び工場（2025年12月31日現在）

(注) 当社は、2026年１月５日付で、本社を東京都中央区新川二丁目22番１号 いちご新川ビル５階へ
移転しております。

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

36 （ー）名 ２名増 （ー）

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）

（注）１．使用人数は就業人員（正社員）であり、パート、契約社員及び人材会社からの派遣社員は、
年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．当社は情報セキュリティ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略して
おります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100,000千円

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　当社は、2025年3月27日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
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(1) 発行可能株式総数 4,251,200株
(2) 発行済株式の総数 1,359,600株
（注）１．2025年3月26日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式の発行により、発

行済株式総数は283,200株増加しております。
２．新株予約権の行使により、発行済株式総数は3,600株増加しております。

(3) 株主数 2,992名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

岡 積 　 正 夫 95,000株 6.98%

セ グ エ グ ル ー プ 株 式 会 社 80,300 5.90

田 口 　 善 一 70,800 5.20

株 式 会 社 Ｗ ｉ ｎ ４ 63,600 4.67

ミ ツ イ ワ 株 式 会 社 40,000 2.94

松 倉 　 泉 40,000 2.94
ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ 
Ｊ Ｐ Ｒ Ｄ  Ａ Ｃ  Ｉ Ｓ Ｇ  （ Ｆ Ｅ － Ａ Ｃ ） 30,691 2.25

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 30,445 2.23
富士通クライアントコンピューティング
株 式 会 社 28,000 2.05

楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 25,500 1.87

２. 株式の状況（2025年12月31日現在）

(4) 大株主

（注）１．自己株式は保有しておりません。
２．前代表取締役社長CEO田口善一は2025年６月24日に逝去いたしましたが、2025年12月31日現在

において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿どおり記載しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はございません。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 C E O 阿 部 　 泰 久

専務取締役COO兼CTO 國 井 　 晋 平

取 締 役 C F O 兼 C W O 酒 井 　 茂 輝 管理部長

取 締 役 白 川 　 彰 朗
株式会社インテリジェント・キャピタルゲイト 代表取
締役
株式会社キャンバス 取締役監査等委員

取 締 役 髙 栁 　 文 子 髙栁文子公認会計士事務所 所長
髙栁文子税理士事務所 所長

常 勤 監 査 役 佐 藤 　 哲 平

監 査 役 樽 本 　 哲

インテアス法律事務所 代表弁護士
ミクスト株式会社 代表取締役
一般社団法人全国レガシーギフト協会 代表
認定特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジ
ャパン 代表

監 査 役 轟 　 芳 英 轟公認会計士事務所 代表
株式会社ｉｓｐａｃｅ 社外監査役

氏名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

田口　善一 2025年６月24日 逝去による退任 代表取締役社長CEO

３. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１. 取締役白川彰朗氏及び取締役髙栁文子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役樽本哲氏及び監査役轟芳英氏は、社外監査役であります。
３. 監査役樽本哲氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
４. 監査役轟芳英氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
５．当事業年度中に退任した取締役及び監査役は、以下の通りです。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額
は、会社法第425条第１項に定める額としております。

(3) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はございません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締
結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の
取締役および監査役です。当該保険契約の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行
に関し責任を負うこと又は当該責任の追記を受けることによって生ずることのある損害を当該保
険契約によって保険会社が補填するものであり、１年ごとに更新いたします。なお、当該保険契
約では、私的な利益を違法に得た行為、犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行
為等に起因する損害賠償請求を免責事項としており、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれ
ないようにする措置を講じております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社の取締役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲
内で、会社業績、各取締役の役割、責務及び貢献度等を総合的に勘案して、取締役会の決議に
より決定しております。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議により承認さ
れた報酬限度額の範囲内で、業務分担等を勘案して、監査役会の決議により決定しておりま
す。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の金銭報酬の額は、2022年３月30日開催の第８期定時株主総会において年額１億
5,000万円以内と決議（当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名）しております。
　監査役の金銭報酬の額は、2022年３月30日開催の定時株主総会において年額2,400万円以
内と決議（当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名）しております。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

66,600千円
（6,600）

66,600千円
（6,600） － － ６名

（２）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

13,200
（6,600）

13,200
（6,600） － － ３

（２）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

79,800
（13,200）

79,800
（13,200） － － ９

（４）

③ 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）上表には、2025年６月24日付で退任した取締役１名を含んでおります。

④ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はございません。

⑤ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はございません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 白 川 彰 朗
当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いたしました。
企業経営に携わった豊富な経験による専門的見地から、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

取締役 髙 栁 文 子
当事業年度に開催された取締役会20回の全てに出席いたしました。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。

監査役 樽 本 哲

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会14回の全てに出席
いたしました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当
社のコンプライアンス体制及び内部統制について発言を行っておりま
す。

監査役 轟 芳 英

当事業年度に開催された取締役会20回及び監査役会14回の全てに出席
いたしました。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会におい
て、当社のコンプライアンス体制及び内部統制について発言を行ってお
ります。

(6) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役白川彰朗氏、取締役髙栁文子氏、監査役樽本哲氏及び監査役轟芳英氏は、「４.(1)取
締役及び監査役の状況」の通り兼職がございますが、当社と各兼職先との間には特別の関係
はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21,000千円

４. 会計監査人の状況
(1) 名称 史彩監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内
容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証を行っ
た結果、妥当であると判断したため、会社法第399条第１項の同意をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はございません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。
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５. 会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針を支配する者のあり方に関する基本方針については、特
に定めておりません。

６. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の剰余金の配当は、期末配当の基準日を毎年12月31日、中間配当の基準日を毎年６月30

日としており、配当の決定機関はいずれも取締役会であります。設立以来配当を実施した実績は
ありませんが、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しており、財政状態、経営成績
及びキャッシュフローの状況を勘案し、利益還元を決定していく所存であります。
現時点において当社は成長過程にあり、当事業年度においては、財務基盤の強化および事業拡

大を優先することが、株主に対する最大の利益還元であると考えております。また、内部留保資
金については、販売体制の強化やグローバル展開等への投資を通じて事業基盤の拡充と収益力の
強化を図り、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 　 産 　 　 の 　 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
前 払 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

1,173,404
788,479
330,759
1,237
296
9,848
42,783

113,392
5,954
1,807
4,147

45,842
37,011
8,830

61,594
41,369
20,225　

（ 負 　 　 債 　 　 の 　 　 部 ）
流 動 負 債 471,907
短 期 借 入 金 100,000
未 払 金 32,203
未 払 費 用 26,116
未 払 法 人 税 等 18,708
未 払 消 費 税 等 22,720
契 約 負 債 247,546
賞 与 引 当 金 21,119
そ の 他 3,493

負 債 合 計 471,907
（純　 資　 産　 の　 部）

株 主 資 本 809,612
資 本 金 434,354
資 本 剰 余 金 593,740
資 本 準 備 金 323,594
そ の 他 資 本 剰 余 金 270,145

利 益 剰 余 金 △218,481
そ の 他 利 益 剰 余 金 △218,481
繰 越 利 益 剰 余 金 △218,481

新 株 予 約 権 5,277
純 資 産 合 計 814,889

資 産 合 計 1,286,797 負 債 純 資 産 合 計 1,286,797

貸　借　対　照　表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 851,943
売 上 原 価 85,258
売 上 総 利 益 766,684
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 622,545
営 業 利 益 144,138
営 業 外 収 益

受 取 利 息 979

補 助 金 収 入
そ の 他

39,750
20 40,750

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,170
株 式 交 付 費 14,068
上 場 関 連 費 用 1,000
お 別 れ の 会 関 連 費 用 4,821
そ の 他 2,281 24,343

経 常 利 益 160,545
税 引 前 当 期 純 利 益 160,545
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 16,916
法 人 税 等 調 整 額 △12,288 4,628
当 期 純 利 益 155,917

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 和 　 大 人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 林 　 　 裕 之

独立監査人の監査報告書
2026年２月17日

株式会社ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
取締役会　御中

史彩監査法人
東京都港区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＺｅｎｍｕＴｅｃｈの2025年1
月1日から2025 年12 月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、　
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第12期事業年度における取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産
の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制及び企業の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各
取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について
検討を加えました。

④　当社が会計監査人契約を締結している史彩監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正
な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、史彩監査法人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、史彩監査法人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表及びその附属明細書）につい
て検討いたしました。

２．監査の結果
　（1）　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。
④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されてい
る会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、
当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目
的とするものではないと認めます。

　（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　史彩監査法人からの監査報告を受けその結果を監査した結果、計算書類及びその附属

明 細書について、その内容は適正であると認めます。

2026年２月18日
株式会社ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ　監査役会

常勤監査役     佐藤哲平 印
社外監査役     樽本　哲 印
社外監査役     轟　芳英 印

以　上
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現行定款 変更案
第１章　総則

第１条～第３条（条文省略）

（機関）
第４条　当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査役 
３．監査役会
４．会計監査人

第５条（条文省略）

第２章　株式
第６条～第11条（条文省略）

第３章　株主総会
第12条～第18条（条文省略）

第１章　総則
第１条～第３条（現行どおり）

（機関）
第４条　当会社は、株主総会および取締役のほ

か、次の機関を置く。
１．取締役会
２．監査等委員会

（削除）
３．会計監査人

第５条（現行どおり）

第２章　株式
第６条～第11条（現行どおり）

第３章　株主総会
第12条～第18条（現行どおり）

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
(1) 提案の理由

　当社は、取締役会の監督機能を高め、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営
の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員
会設置会社に移行いたしたいと存じます。
　これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設な
らびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うとともに、効率的な意
思決定を図るため、業務執行の決定の取締役への委任に関する規定を新設するものでありま
す。
　その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
　なお本議案に係る定款変更は、本総会終結の時をもって、効力を生じるものといたします。

(2) 変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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現行定款 変更案
第４章　取締役および取締役会

（取締役の員数）
第19条　当会社の取締役は10名以内とする。

（新設）

（取締役の選任）
第20条　取締役は、株主総会において、議決権

を行使することができる株主の議決権
の３分の１以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数の決議によっ
て選任する。

２　取締役の選任は、累積投票によらな
い。

（取締役の任期）
第21条　取締役の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとす
る。

（新設）

２　補欠又は増員で選任された取締役の任
期は、前任取締役又は他の在任取締役
の任期の満了する時までとする。

（代表取締役および役付取締役）
第22条　取締役会は、その決議によって取締役

の中から代表取締役を選定する。

第４章　取締役および取締役会

（取締役の員数）
第19条　当会社の取締役（監査等委員である取

締役を除く。）は10名以内とする。
２　当会社の監査等委員である取締役（以

下、「監査等委員」という。）は、５
名以内とする。

（取締役の選任）
第20条　取締役は、監査等委員とそれ以外の取

締役とを区別して、株主総会におい
て、議決権を行使することができる株
主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数の決
議によって選任する。

２　取締役の選任は、累積投票によらな
い。

（取締役の任期）
第21条　取締役の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとす
る。

２　前項の規定にかかわらず、監査等委員
の任期は、選任後２年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとする。

３　補欠として選任された監査等委員の任
期は、退任した監査等委員の任期の満
了する時までとする。

（代表取締役および役付取締役）
第22条　取締役会は、その決議によって、監査

等委員でない取締役の中から代表取締
役を選定する。
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現行定款 変更案
２　取締役会はその決議によって、取締役

の中から取締役社長 1 名並びに必要
に応じて取締役会は、その決議によっ
て、取締役会長、取締役副社長、専務
取締役および常務取締役を定めること
ができる。

第23条（条文省略）

（取締役会の招集通知）
第24条　取締役会の招集通知は、会日の３日前

に各取締役および各監査役に対して発
する。ただし、緊急の必要があるとき
は、この期間を短縮することができ
る。

２　取締役および監査役の全員の同意があ
るときは、招集の手続を経ないで取締
役会を開催することができる。

第25条（条文省略）

（取締役会の決議の省略）
第26条　当会社は、会社法第370条の要件を充

たしたときは、取締役会の決議があっ
たものとみなす。ただし、監査役が異
議を述べたときはこの限りでない。 

（新設）

２　取締役会はその決議によって、監査等
委員でない取締役の中から取締役社長 
1 名並びに必要に応じて取締役会長、
取締役副社長、専務取締役および常務
取締役を定めることができる。

第23条（現行どおり）

（取締役会の招集通知）
第24条　取締役会の招集通知は、会日の３日前

までに各取締役に対して発する。ただ
し、緊急の必要があるときは、この期
間を短縮することができる。

２　取締役の全員の同意があるときは、招
集の手続を経ないで取締役会を開催す
ることができる。

第25条（現行どおり）

（取締役会の決議の省略）
第26条　当会社は、会社法第370条の要件を充

たしたときは、取締役会の決議があっ
たものとみなす。

（業務執行の決定の取締役への委任）
第27条　当会社は、会社法第399条の13第６

項の規定により、取締役会の決議によ
って重要な業務執行（同条第５項各号
に掲げる事項を除く。）の決定の全部
又は一部を取締役に委任することがで
きる。

－ 26 －



現行定款 変更案
（取締役会の議事録）
第27条　取締役会における議事の経過の要領お

よびその結果、その他法令に定める事
項は、議事録に記載又は記録し、出席
した取締役および監査役がこれに記名
押印又は電子署名する。

第28条（条文省略）

（取締役の報酬等）
第29条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上
の利益（以下、「報酬等」という。）
は、株主総会の決議によって定める。

（取締役の責任免除）
第30条　当会社は、会社法426条第1項の規定

により、取締役会の決議によって、同
法第423条第1項の取締役（取締役で
あった者を含む。）の責任を法令の限
度において免除することができる。

２　（条文省略）

（取締役会の議事録）
第28条　取締役会における議事の経過の要領お

よびその結果、その他法令に定める事
項は、議事録に記載又は記録し、出席
した取締役がこれに記名押印又は電子
署名する。

第29条（現行どおり）

（取締役の報酬等）
第30条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上
の利益（以下、「報酬等」という。）
は、株主総会の決議によって監査等委
員とそれ以外の取締役とを区別して定
める。

（取締役の責任免除）
第31条　当会社は、会社法第426条第1項の規

定により、取締役会の決議によって、
同法第423条第1項の取締役（取締役
であった者を含む。）の責任を法令の
限度において免除することができる。

２　（現行どおり）

第５章　監査役および監査役会

（監査役の員数）
第31条　当会社の監査役は４名以内とする。

（選任の方法） 
第32条　当会社の監査役は、株主総会の決議に

よって選任する。 
２　監査役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の
１以上を有する株主が出席し、その議
決権の過半数をもって行う。

第５章　監査等委員会

（削　除）

（削　除）
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現行定款 変更案
（監査役の任期） 
第33条　監査役の任期は、選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとす
る。

２　任期の満了前に退任した監査役の補欠
として選任された監査役の任期は、退
任した監査役の任期の満了する時まで
とする。

（常勤監査役）
第34条　監査役会は、監査役の中から常勤の監

査役を選定する。

（監査役会の招集通知）
第35条　監査役会の招集通知は、会日の３日前

までに各監査役に対して発する。ただ
し、緊急を要するときは、この期間を
短縮することができる。

２　監査役の全員の同意があるときは、招
集の手続を経ないで監査役会を開催す
ることができる。

（新　設）

（新　設）

（削　除）

（削　除）

（監査等委員会の招集通知）
第32条　監査等委員会の招集通知は、会日の３

日前までに各監査等委員に対して発す
る。ただし、緊急を要するときは、こ
の期間を短縮することができる。

２　監査等委員全員の同意があるときは、
招集の手続を経ないで監査等委員会を
開催することができる。

（監査等委員会の決議の方法）
第33条　監査等委員会の決議は、議決に加わる

ことができる監査等委員の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。

（監査等委員会の議事録）
第34条　監査等委員会における議事の経過の要

領およびその結果ならびにその他法令
で定める事項は議事録に記載または記
録し、出席した監査等委員がこれに記
名押印または電子署名する。
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現行定款 変更案
（監査役会規程）
第36条　監査役会に関する事項は、法令又は本

定款のほか、監査役会において定める
監査役会規程による。

（監査役の報酬等）
第37条　監査役の報酬等は、株主総会の決議に

よって定める。

（監査役の責任免除） 
第38条　当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、取締役会の決議によって、
会社法第423条第１項の監査役（監査
役であった者を含む。）の責任を法令
の限度内において免除することができ
る。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規
定により、監査役との間で、同法第
423条第１項の責任を限定する契約を
締結することができる。ただし、当該
契約に基づく賠償責任の限度額は、法
令が定める最低責任限度額とする。

第６章　会計監査人

第39条～第40条（条文省略）

（会計監査人の報酬等）
第41条　会計監査人の報酬等は取締役社長が監

査役会の同意を得て定める。

第７章　計算

第42条～第43条　（条文省略）

（監査等委員会規程）
第35条　監査等委員会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査等委員会におい
て定める監査等委員会規程による。

（削　除）

（削　除）

第６章　会計監査人

第36条～第37条（現行どおり）

（会計監査人の報酬等）
第38条　会計監査人の報酬等は取締役社長が監

査等委員会の同意を得て定める。

第７章　計算

第39条～第40条　（現行どおり）
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現行定款 変更案
（剰余金の配当の基準日）
第44条　当会社の期末配当の基準日は、毎年

12月31日とする。
２　当会社の中間配当の基準日は、毎年６

月30日とする。
３　前項のほか、当会社は、基準日を定め

て剰余金の配当をすることができる。

（剰余金の除斥期間）
第45条　（条文省略）

（新設）

（剰余金の配当の基準日）
第41条　当会社の期末配当の基準日は、毎年

12月31日とする。
２　当会社の中間配当の基準日は、毎年６

月30日とする。
3　前２項のほか、当会社は、基準日を定

めて剰余金の配当をすることができ
る。

（剰余金の除斥期間）
第42条　（現行どおり）

附則
（監査役の責任免除に関する経過措置）
当会社は、第12期定時株主総会終結前の行為に
関する会社法第423条第１項所定の監査役（監
査役であった者を含む。）の賠償責任を、法令
の限度において、取締役会の決議によって免除
することができる。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

あ

阿
 

　
べ

部
 

　
やす

泰
 

　
ひさ

久
(1971年10月16日)

再任

1996年 ９月 日本オラクル株式会社 入社
2008年 ３月 SAPジャパン株式会社 入社
2011年12月 アマゾンウェブサービスジャパン株式会

社（現アマゾンウェブサービスジャパン
合同会社）入社

2022年 ２月 当社 入社 執行役員 CMO
2022年 ５月 当社 取締役CMO
2025年 ６月 当社 代表取締役社長CEO（現任）

3,800株

【取締役候補者とした理由】
　情報・通信業界での豊富な経験とグローバルなIT技術の動向に関する知見を有しており、2025年
６月に代表取締役に就任以来、経営全般を統括する役割を適切に果たしております。引き続き当社の
事業拡大・企業価値向上に寄与していくことができると期待し取締役候補者といたしました。

２

くに

國
 

　
い

井
 

　
しん

晋
 

　
ぺい

平
(1960年2月7日)

再任

1983年 ４月 株式会社東芝 入社
2009年10月 同社 台湾東芝国際調達社 副社長兼台湾開
                   発センター長
2016年 ４月 Pegatron Corporation 入社
2017年10月 当社 入社
2018年 ５月 当社 取締役 研究開発本部長
2019年 ３月 当社 代表取締役社長
2019年 ９月 当社 取締役CTO兼研究開発本部長
2020年 ３月 当社 専務取締役CTO兼CWO兼技術開発
                   部長
2025年 ３月 当社 専務取締役CTO兼技術開発部長
2025年 ６月 当社 専務取締役COO兼CTO（現任）

1,400株

【取締役候補者とした理由】
　技術開発及び特許戦略を推進し、当社製品の市場優位性の確立に貢献するとともに、2025年12月
期下期以降は、営業部門を統括し、販売パートナー及びアライアンスパートナーとの関係強化、販路
拡大に貢献しております。その実績と経験を活かし、引き続き当社の事業拡大・企業価値向上に寄与
していくことができると期待し取締役候補者といたしました。

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行し、取締役全員（５名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４名の選
任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の
効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

３

さか

酒
 

　
い

井
 

　
しげ

茂
 

　
き

輝
(1982年12月13日)

再任

2008年 ４月 SUS株式会社 入社
2017年 ３月 当社 入社
2020年 １月 当社 管理本部 Manager
2020年 ６月 当社 取締役CFO兼管理部長
2025年 ３月 当社 取締役CFO兼CWO兼管理部長（現
                   任）

1,200株

【取締役候補者とした理由】
　管理部門の幅広い実務経験を有しており、財務・人事・法務・リスクマネジメントなど管理部門全
般における業務運営を統括するとともに、コーポレートガバナンス体制の整備・強化に貢献しており
ます。その実績と経験を活かし、引き続き当社の事業拡大・企業価値向上に寄与していくことができ
ると期待し取締役候補者といたしました。

４

しら

白
 

　
かわ

川
 

　
あ

彰
き

　
ら

朗
(1955年11月27日)

再任 社外

1981年11月 日本合同ファイナンス株式会社
（現 ジャフコグループ株式会社）入社

1998年 ２月 株式会社インテリジェント・キャピタルゲ
イト設立 代表取締役（現任）

2000年 ５月 つばさハンズオンキャピタル株式会社設立
代表取締役

2006年 ３月 株式会社キャンバス 社外監査役
2006年10月 エス・アイ・ピー株式会社 取締役
2012年 ６月 株式会社ウィルグループ 社外取締役
2015年 ４月 日本経済大学大学院生態会計研究所特任教

授
2016年 １月 株式会社ママスクエア 社外監査役
2016年 ９月 株式会社キャンバス 取締役監査等委員

（独立役員）（現任）
2017年 ８月 株式会社ママスクエア 取締役
2021年 ３月 当社社外取締役（現任）
2024年10月 クオン株式会社 取締役（現任）

ー株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　白川彰朗氏は、企業経営の豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しており、独立した立場から業
務の執行について有用な助言を行うとともに適切な監督機能を果たしていることから、今後もこのよ
うな役割を期待し、社外取締役候補者として適任であると判断し候補者といたしました。
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（注）1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.白川彰朗氏は、社外取締役候補者であります。
3.当社は、白川彰朗氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合に

は、引き続き独立役員とする予定であります。
4.白川彰朗氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって5年となります。
5.当社は、白川彰朗氏との間で、定款に基づき、法令に定める額を限度額として損害賠償責任を限定する

責任限定契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合には当該契約を継続する予定であります。
6.当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、被保険者が負担することになる会社役員としての職務の執行に関する責任の損害を当該保険契約よ
り補填することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含ま
れることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
てつ

哲
 

　
へい

平
(1948年10月4日)

新任

1971年 ４月 株式会社日本ビジネスコンサルタント
(現 株式会社日立システムズ)入社

2002年 ６月 株式会社日立情報システムズ
(現 株式会社日立システムズ)九州支社長

2004年 ４月 同社 執行役 九州支社長
2005年 ４月 同社 執行役 公共情報サービス事業部長
2008年 ４月 同社 執行役常務 関西支社長
2011年 ４月 株式会社日立システムズ

取締役執行役専務西日本地域グループ長 兼 
関西支社長

2012年 ４月 株式会社日立システムズエンジニアリング
アンドソリューション(現 日立システムズ
エンジニアリングサービス)代表取締
役社長

2014年 ６月 株式会社シンクライアントソリューション
研究所(現 ZenmuTech) 顧問

2017年 ５月 当社 監査役
2019年10月 当社 取締役
2020年 ６月 当社 特別顧問
2021年 ３月 当社常勤監査役（現任）

6,000株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
　2017年５月に入社以来、監査役および取締役を歴任し、当社における豊富な業務経験と経営に関
する知見を有しております。2021年3月以降は、当社の常勤監査役として業務執行の監査・監督機能
を適切に果たしていることから、監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し候補者と
いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行いたします。
　つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生
じるものといたします。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２

たか

髙
 

　
やなぎ

栁
 

　
ふみ

文
 

　
こ

子
(1976年5月21日)

新任 社外

1999年 ４月 東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日
動火災保険株式会社) 入社

2007年12月 有限責任あずさ監査法人 入所
2011年 ９月 公認会計士登録
2015年 １月 髙栁文子公認会計士事務所設立 所長(現任)
2016年 ３月 税理士登録
2016年 ３月 髙栁文子税理士事務所設立 所長（現任）
2017年 ７月 税理士法人エスネットワークス入社
2017年 ９月 宝印刷株式会社 顧問（現任）
2019年 ３月 株式会社アクティブ アンド カンパニー

常勤監査役
2024年 ８月 当社社外取締役（現任）

ー株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　髙栁文子氏は、公認会計士としての専門性と会計監査の豊富な実務経験を有しており、独立した立
場から業務の執行について有用な助言を行うとともに適切な監査・監督機能を果たしていることか
ら、今後もこのような役割を期待し、監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し候補
者といたしました。

３

たる

樽
 

　
もと

本
 

　
 

　
 

　
さとし

哲
(1977年２月20日)

新任 社外

2003年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
赤坂シティ法律事務所 入所

2009年 ３月 ラフラインホールディングス株式会社
社外取締役

2015年 ９月 株式会社マナマナ 監査役
2017年 ４月 ベジタリア株式会社 監査役
2018年 ３月 樽本法律事務所（インテアス法律事務所）

設立 代表弁護士（現任）
ミクスト株式会社　代表取締役（現任）

2020年 ６月 株式会社ニューロシューティカルズ 監査役
2021年 ６月 一般社団法人全国レガシーギフト協会 代表

（現任）
2022年 ３月 当社社外監査役（現任）
2025年 ７月 認定特定非営利活動法人フェアトレード・

ラベル・ジャパン 代表（現任）
2026年 １月 大学院大学至善館 評議員（現任）

ー株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　樽本哲氏は、弁護士としての専門性と豊富な実務経験を有しており、経営の適法性や妥当性につい
て有用な助言を受けるとともに適切な監査・監督機能を果たしていることから、今後もこのような役
割を期待し、監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し候補者といたしました。

－ 35 －



候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４

とどろき

轟
 

　
 

　
 

　
よし

芳
 

　
ひで

英
(1964年8月17日)

新任 社外

1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あず
さ監査法人）入社

1993年 ３月 公認会計士登録
2014年 ７月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協

会 監事
2021年 ５月 一般社団法人総合研究フォーラム 理事（現

任）
2021年 ７月 轟公認会計士事務所 開設（現任）
2021年 ９月 株式会社MICIN 社外監査役（現任）
2021年10月 株式会社どぅし南ぬ島 取締役
2022年 ４月 MICIN少額短期保険株式会社 監査役（現

任）
2022年 ６月 株式会社ispace 社外監査役（現任）
2024年11月 当社社外監査役（現任）
2025年 ５月 クラフツ監査法人 パートナー（現任）

ー株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
　轟芳英氏は、公認会計士としての専門性と会計監査の豊富な実務経験を有しており、独立した立場
から業務の執行について有用な助言を受けるとともに適切な監査・監督機能を果たしていることか
ら、今後もこのような役割を期待し、監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し候補
者といたしました。

（注）1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.髙栁文子氏、樽本哲氏及び轟芳英氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3.当社は、髙栁文子氏、樽本哲氏及び轟芳英氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏ら

の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
4.髙栁文子氏の社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって1年7ヵ月となります。
5.樽本哲氏の社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。
6.轟芳英氏の社外監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって1年4ヵ月となります。
7.当社は、髙栁文子氏、樽本哲氏及び轟芳英氏との間で、定款に基づき、法令に定める額を限度額として

損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏らの選任が承認された場合には、各氏との
間で当該契約を継続する予定であります。

8.当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者が負担することになる会社役員としての職務の執行に関する責任の損害を当該保険契約よ
り補填することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含ま
れることとなります。また、当該保険解約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
　当社の取締役の報酬額は、2022年３月30日開催の第８期定時株主総会において、年額１億5,000
万円以内とご承認いただき今日に至っております。
　今般、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社
に移行いたします。
　つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬額を設定するため、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、経済情勢等諸般の
事情も考慮して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額１億5,000万円以内
（うち社外取締役分は年額4,000万円以内）とさせていただきたいと存じます。
　本議案は、経済情勢、当社の規模、取締役の人数及び他社水準、本総会終結後の取締役会において
決議予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容に係る決定方針等を勘案のう
え、合理的な範囲で取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠を決定するものであり、相
当な内容であると判断しております。
　なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まないものといたしたいと存じます。第１号議案「定款一部変更の件」および第２号議案「取
締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）は４名となります。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたし
ます。
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第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会
社に移行いたします。
　つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の職務と責任を考
慮して、監査等委員である取締役の報酬額を、年額5,000万円以内とさせていただきたいと存じま
す。
　本議案は、監査等委員である取締役の職責および取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報
酬額の水準等を勘案のうえ、合理的な範囲で監査等委員である取締役の報酬枠を決定するものであ
り、必要かつ相当な内容であると判断しております。
　第１号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「監査等委員である取締役４名選任の件」が原
案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は４名（うち社外取締役３名）となります。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたし
ます。
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第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための
報酬決定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2022年３月30日開催の第８
期定時株主総会において、年額１億5,000万円以内とご承認いただいております。
今般、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社
に移行いたします。
　本議案は、取締役（監査等委員である取締役を除き、以下、「対象取締役」という。）を対象に、
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的として、第４号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額
設定の件」においてご承認をお願いしております報酬額とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲
渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することについてご承認をお願いするものであります。
本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は、金銭報酬債
権とし、その総額は年額3,000万円以内（うち社外取締役分は1,000万円以内、使用人分給与は含ま
ない。）といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会に
おいて決定することといたします。
　なお、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認
可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名（うち社外取締役１名）とな
り、対象取締役は４名となります。
　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部
を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより
発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年6,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日
以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた
場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が
生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。
　なお、その１株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係わる取締役会決議の日の前営業日にお
ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先
立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定します。
　また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の
支給に当たっては、 当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以
下、「本割当契約」という。）を締結することを条件とします。
　また、本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案
に基づく 対象取締役への譲渡制限付株式の割当ての条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締
役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、その他諸般の事情を考慮して決定されており、

－ 39 －



相当であると考えております。

【本割当契約の内容の概要】
(１)譲渡制限の内容

　対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より１年から５年までの間で当社の取締役
会が定める期間（以下、「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の
普通株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担
保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分をしてはならない（以下、「譲渡制限」とい
う。）。

(２)退任時の取扱い
　譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間満了前に当社の取締役の地位を
退任した場合には、死亡、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由がある場合
を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(３)譲渡制限の解除
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の
取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した
時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、任
期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由により、当社の取締役の地位を退任した
場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合
理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点
において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(４)組織再編等における取扱い
　上記(１)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社
の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の
開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ
いて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定
する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
を当然に無償で取得する。

(５)その他の事項
　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
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第７号議案　監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

　第５号議案「監査等委員である取締役の報酬額設定の件」が原案どおり承認可決されますと当社の
監査等委員である取締役（以下、「対象取締役」という。）の報酬額は、年額5,000万円以内となり
ますが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一
層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の割当て
のための報酬を支給することといたしたいと存じます。
　本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債
権とし、その総額は、年額2,000万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期
及び配分については、監査等委員である取締役の協議によって決定することといたします。
　なお、第３号議案「監査等委員である取締役４名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監
査等委員である取締役は４名（うち社外取締役３名）となり、対象取締役は４名となります。
　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部
を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより
発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年4,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日
以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた
場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が
生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。
　なお、その１株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係わる取締役会決議の日の前営業日にお
ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先
立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定します。
　また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の
支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下、
「本割当契約」という。）を締結することを条件とします。
　また、本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案
に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の割当ての条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役
の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、その他諸般の事情を考慮して決定されており、相
当であると考えております。

【本割当契約の内容の概要】
(１)譲渡制限の内容
　対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より１年から５年までの間で当社の取締役
会が定める期間（以下、「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の
普通株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担
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保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分をしてはならない（以下、「譲渡制限」とい
う。）。

(２)退任時の取扱い
　譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間満了前に当社の取締役の地位を
退任した場合には、死亡、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由がある場合
を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(３)譲渡制限の解除
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の
取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した
時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が譲渡制限期間において、死亡、任
期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由により、当社の取締役の地位を退任した
場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合
理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点
において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(４)組織再編等における取扱い
　上記(１)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、
当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社
の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の
開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ
いて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定
する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
を当然に無償で取得する。

(５)その他の事項
　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以　上
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会場 AP東京八重洲
東京都中央区京橋一丁目10番7号
KPP八重洲ビル12階　AP東京八重洲

交通 JR東京駅　八重洲中央口より徒歩約7分
東京メトロ銀座線　京橋駅　6番出口より徒歩約5分
東京メトロ銀座線・東西線　日本橋駅　B1出口より徒歩約6分
都営浅草線　宝町駅　A7出口より徒歩約5分

◎定時株主総会 会場ご案内図

工事中のため
通行止め

工事中のため
通行止め

ＪＲ東京駅ＪＲ東京駅

丸の内中央口

八重洲中央口

南口

外
堀
通
り

グラントウキョウ
サウスタワー

パシフィック
センチュリープレイス

スーパー
ホテル

八重洲通り

中
央
通
り

明治屋
東
京
メト
ロ
銀
座
線

丸善 Ｂ1 日本橋駅
高島屋

スターツ
八重洲
中央ビル

アーティゾン
美術館

ＡＰ東京八重洲
ＫＰＰ八重洲ビル12階

昭
和
通
り

６ 京橋駅

Ａ７宝町駅
首
都
高
速
都
心
環
状
線

宝
町
ラ
ン
プ
入
口

都
営
浅
草
線

Ｎ

東京ミッドタウン
八重洲

ヤンマー
東京ビル


